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那覇広域都市計画
区域区分及び臨港地区の変更について

説明会 会場：那覇エコアイランド
令和７年７月11日（金）

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
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※令和５年１月に埋立竣功（12号岸壁及び背後用地）

※令和６年５月に埋立竣功（11号岸壁背後用地）

那覇エコアイランド（説明会会場）

那覇港総合物流センター
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那覇エコアイランド（説明会会場）
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説明内容について
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１．都市計画制度について

２．区域区分（線引き）の概要

３．臨港地区の概要

４．今後の予定について
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都市計画制度について（イメージ図）

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

工業地域

準工業地域

鉄道

道路

土地区画整理事業

市街地再開発事業

地区計画

都市計画区域

商業地域

第一種住居地域第一種低層住居専用地域

下水道
地区計画

区域区分＜線引き＞
（県決定）

地域地区
【例：臨港地区（県決定）】
【例：用途地域（市町村決定）】

都市施設
市街地開発事業

地区計画（市町村決定）

都市全体の
計画の見取り図

臨港地区
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説明内容について
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１．都市計画制度について

２．区域区分（線引き）の概要

３．臨港地区の概要

４．今後の予定について
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都市計画区域と区域区分制度のイメージ
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都市計画区域（区域区分）

市街化調整区域

（市街化を抑制）

市街化区域
（優先的かつ計画的に市街化）

都市計画区域外

区域区分制度は、道路・公園・下水道などの基盤整備について、
公共投資を効果的に行いつつ、良質な市街地の形成を図る目的
で、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する
ものである。

２．区域区分（線引き）の概要
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市街化区域とは
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良好な環境の都市を形成するため、
公共投資を重点的に行い、市街化
を促進する

・すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優
先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

（都市計画法第７条第２項）

市街化区域

・既成市街地（人口密度40人／ha、人口3,000人以上等【省令】
・集団的優良農地、災害の発生のおそれのある土地等は含めない【政令】

２．区域区分（線引き）の概要

区域区分（線引き）

市街化調整区域
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市街化調整区域
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市街化の進展を
調整・抑制すべき区域

○災害発生の恐れがある土地利用の規制
○優良な農地を保存

・市街化を抑制すべき区域

（都市計画法第７条第３項）

市街化調整区域

⇒無秩序な都市拡大を抑制

２．区域区分（線引き）の概要

区域区分（線引き）

市街化区域
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区域区分の見直しの考え方

都市計画法では、「都市計画基礎調査の結果 、都市計画を変更す
る必要が明らかになったときは、当該都市計画を変更しなければな
らない」と規定していることから、概ね５年毎に実施する都市計画
基礎調査の結果に基づき、区域区分の見直しを行う。

定期見直しの際、特定保留人口フレーム（地区）に位置づけること
で、定期見直し時でなくても、計画的な市街地の整備状況が整った
時点で随時編入を行う。
※特定保留地区は将来必ず市街化区域への編入が保障されるものではない。

【直近の事例】真栄里地区、板良敷沿岸線沿道地区
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○即時編入

○特定保留

計画的な市街地整備の見通しが明らかであるとともに、秩序ある都
市形成に支障を及ぼさない等の編入要件を満たし、 農林漁業との
必要な調整が済んだ区域を市街化区域に編入できるものとする。

○随時編入

定期見直し時（概ね５年に１度）

定期見直し以外（必要に応じて随時）

【直近の事例】西普天間住宅地区、真栄里地区
※那覇市 泊・新港臨港地区も位置づけ

２．区域区分（線引き）の概要

今回の変更
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泊・新港臨港地区①
（12号岸壁及び背後用地）

泊・新港臨港地区②
（11号岸壁背後用地）

令和５年１月
3.5ha埋立竣功

令和６年５月
4.8ha埋立竣功

計画的な市街地の
整備状況が整った 随時編入

埋立竣功した

土地を市街化区域
に編入

那覇市上位計画
への位置づけあり

＋

市街化区域に編入する理由
３．対象地について

泊・新港臨港地区
・令和４年度の定期見直しにおいて、「特定保留」地区として位置づけ
・その後、埋立事業の進捗が図られた。

✓「那覇広域都市計画区域区分（第７回定期見直し）見直し方針・見直し要領」
第１見直し基準１（１）

ク公有水面埋立法に基づく公有水面埋立事業の施行区域（農用地造成を目的とするものを除く。）で、
竣功した区域及び近く竣功確実と見込まれる区域 に該当
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説明内容について
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１．都市計画制度について

２．区域区分（線引き）の概要

３．臨港地区の概要

４．今後の予定について
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臨港地区について

臨港地区は、港湾の管理運営を円滑に行うため、海域
の港湾区域と一体となって、機能すべき陸域である。

都市計画区域内でその背後地域の土地利用計画との
調和を図りつつ、港湾管理者の案に基づいて都市計画
決定権者が指定する。（都市計画法第8条、第9条、第23条）
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港湾区域 臨港地区

（海域）

（陸域）

背後地域
調和

３．臨港地区の概要
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臨港地区の指定

都市計画区域内 ⇒ 都市計画法 （宮古都市計画区域内）

都市計画区域外 ⇒ 港湾法

都市計画決定権者

重要港湾 ⇒ 沖縄県

地方港湾 ⇒ 市町村
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◇重要港湾（那覇港、中城湾港、運天港、金武湾港、石垣港、平良港）
国際戦略港湾及び国際戦略拠点港湾以外の港湾であって、
海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾。

◇地方港湾（その他の県内港湾）
国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾。

（港湾法第２条第２項／港湾法施行令第１条）

臨港地区について
３．臨港地区の概要
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説明内容について
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１．都市計画制度について

２．区域区分（線引き）の概要

３．臨港地区の概要

４．今後の予定について
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今後の予定について(県都市計画決定)
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住 民 説 明 会

都市計画原案の縦覧
（県公報登載及び新聞掲載）

国との事前協議
関係市町村への意見照会

沖縄県都市計画審議会

国土交通大臣協議

都市計画案の公告・縦覧
（縦覧案内を県公報登載及び新聞掲載）

公 聴 会8月8日(金)
（那覇市役所）

７月18日(金)～8月1日(金)
（県庁、那覇市役所）

10月中旬頃（２週間）
(県庁、那覇市役所)

１１月下旬頃

8月1日
17時まで

12月上旬頃～12月下旬頃

① 都 市 計 画 原 案 の 作 成

本日

8月中旬頃～10月中旬頃

意見書

７月１１日(金)

（以下、予定）

※陳述の申出がない場合は、
公聴会は中止となります

意見陳述の
申し出

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

都市計画変更告示令和８年１月中旬頃 ⑨
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ご清聴ありがとうございました。
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